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主要目次
・「第５９期定期総会」開催

　　　　　　　　　　　　　　

・特集「韓国籍・日本籍取得者の相続手続と相続税」

・兵庫韓商「アジアンパーク創生事業」推進

　　　　　　

・新連載「韓日の架け橋になった人々（１）」

・蓮池薫エッセイ「さりげなく訪れた第４次韓流ブーム」 ・大阪韓商について
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僻奨ム国際鰯勝り

韓国籍・日本籍取得者の相続手続と相続税
日本経営ウイル税理士法人

　　

シン

　

パク ノブ

　

アキ
韓国チーム担当・顧問税理士

　

親 泊 伸 明

※相続とは

　

「相続」とは、人が死亡したときにその人の財産や

債務（すべての権利や義務）を特定の人が引き継ぐ

ことをいいます。 相続では、 亡くなった人を「被相

続人」 といい、 財産をもらう人を「相続人」 といい

ます。

１．相続人の確定
（１）除籍謄本（戸籍）や家族関係登録簿について

　

相続の手続きは、まずは、 誰が相続人になるのか、
相続人を確定させることから始まります。 通常は亡

くなられた方の出生から死亡までの身分関係を証明

する公的書類を揃えることになりますが、 日本に住

んでいても韓国籍の方であれば、韓国の除籍謄本（戸

籍）や家族関係登録簿を揃えることになります。また、
日本籍に帰化した方についても、 帰化するまでの韓

国の除籍謄本（戸籍）や家族関係登録簿と帰化した

後の日本の除籍謄本 （戸籍） などを揃えます。

　

これらの除籍謄本 （戸籍） や家族関係登録簿によ

り、 被相続人の婚姻や離婚・子供の出生や養子縁組

などの事実が分かります。 なお、 相続人が被相続人

より先に亡くなられている場合には、 誰が代襲相続

人になるのかについても、 相続人の除籍謄本 （戸籍）

や家族関係登録簿を揃えて確認することになります。

（２）戸籍簿や家族関係登録簿の誤りについて

　

被相続人の除籍謄本（戸籍）や家族関係登録簿を

揃えても、 在日韓国人の場合、 その内容が外国人住

民票や特別永住者証明書の内容と一致していない場

合があります。 その原因として一番多いのは、 住所

地の役所には、 婚姻や離婚・出生や死亡の届出をし

ても、 韓国の役所もしくは大使館や総領事館には届

出をしていないため、 その異動の事実が韓国の戸籍

簿に反映されないことによるものです。 それ以外に

も韓国では何度も戸籍簿が書き直されていますので、
その際の転記ミスも良く見受けられます。 パスポー

トの申請を除いて、 通常の生活では戸籍を必要する

ことが少ないため、 相続手続きの段階で、 初めて戸

籍などの誤りに気付く場合もあり、 訂正に時間を要

する場合には、 相続の手続き自体が止まってしまい

ます。 できれば、 生前に戸籍簿や家族関係登録簿を

取得して、 その内容を確認されておかれるべきです。

（３）相続人の確定と相続分について

　

正しい内容の除籍謄本（戸籍）や家族関係登録簿

が揃いますと、 次は民法を適用して誰が相続人にな

るのかを確定させます。

　

その際に適用する民法ですが、 在日韓国人の方は、

【図１１相続の手続き

　

すれば良いか分からず、 困っているとのお話しをお聞きしますので、 韓国籍の方の相続について、 専

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　

最近、 韓国籍の方や日本国籍を取得したが、 亡くなられた際の相続の手続きについて、 どのように

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　

　

　

門に取り組んでおられる日本経営ウイル税理士法人の韓国チームに簡略に説明をして頂きます。
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【表１１日本民法及び韓国民法による法定相続人、法定相続分

ト 法定相続人と順位

＝ーｆ ■－ ＝

＝霊園＝被相続人の４親等以内の傍系血族キ
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国籍は韓国で居住地は日本です。 このように、 法律

問題の当事者などが２つ以上の国に関係する場合、
どの国の法律を適用するかについて、 日本では 「法

の適用に関する通則法（以下、「通則法」という。）」が、
韓国では 「国際私法」 が定められています。 それに

よると、 亡くなられた方 （被相続人） の国籍が韓国

であれば、 原則として韓国の民法が適用されます。
ただし、 国際私法には、「遺言書に明示する形で、 居

住地 （日本） の国の法を指定し、 亡くなるまでその

国に居住した場合」 には、 その指定した法に従うと

規定し、通則法もその適用を認めています。 したがっ

て、 在日韓国人の方は、 遺言書に記載するか否かで

適用する民法（韓国法か日本法か）を選択すること

が出来ます。 日本と韓国の民法では法定相続人や法

定相続分、 遺留分などに違いがありますので、 それ

ぞれの違いを理解したうえで、 選択される必要があ

ります。

２．相続財産の確定について
相続人の確定と並行して、 被相続人が所有されて

いた財産や債務を確定させます。 こうして確定させ

た財産や債務が遺産分割の対象となります。

３．遺産分割について
相続人が確定し、 被相続人が所有していた財産や

債務が確定しますと、それぞれの財産や債務を相続

人に分割することになります。 これを遺産分割とい

． 法定相続分

＝１１国
います。

　

その方法は、 ①被相続人の遺言があり、 遺産分割

の方法について具体的に指示されている場合には、
その意思に基づいて遺産分割を行うことになります。
この遺言書による分割を 「指定分割」 といいます。
②遺言書が無い場合、 または、 遺言書があっても遺

産分割に関する具体的な指示がない場合には相続人

全員で話し合って分割を決めることになります。 こ

れを「協議分割」 といい、 この協議を遺産分割協議

といいます。 ③相続人の間で遺産分割協議がまとま

らない場合や、 協議に応じようとしない相続人がい

る場合には、 家庭裁判所に対して、 遺産分割の調停

を申し立てます。 これを 「調停分割」 といいます。
④家庭裁判所の調停も不成立になると、遺産分割の

審判となり裁判官（家事審判官）が遺産の分け方を

決めることになります。 これを「審判分割」 といい

ます。これらの分割の方法は、日本も韓国も同様です。

４．相続財産の名義変更
遺産分割が確定しますと、相続財産を各相続人の

名義に変更します。

５．韓国及び日本での相続税申告と納付
（１）日本の相続税の税務申告

　

日本に居住している在日韓国人の場合には、日本

だけではなく韓国を含めて、 全世界財産が日本の相

続税の対象となります。 相続財産や債務について評
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価を行い、 債務を差し引いた相続財産の価額が、 基

礎控除である３，０００万円十６００万円×相続人を超え

る場合には、 死亡したことを知った日の翌日から１０

か月以内に申告が必要となります。 なお、 相続税の

納期限も同日です。

（２）韓国の相続税の税務申告

　

韓国にも財産がある場合、 日本に居住している在

日韓国人の場合には２億ウオン（約２，０００万円） の

基礎控除しかありませんので、 その額を超える場合

には、 韓国にも相続税の税務申告が必要となります。
なお、 在日韓国人の場合には、 韓国の非居住者とな

りますので、 韓国にある財産だけが韓国の相続税の

課税対象となります。 したがって、 日本に多額の財

産があっても韓国にある財産が２億ウォン以内であ

れば韓国には申告は不要です。 なお、 韓国の場合、
推定相続財産の規定や１０年以内の贈与を相続財産

とすると規定がありますので注意が必要です。 韓国

の相続税の申告期限及び納期限は、被相続人が在日
韓国人のような非居住者の場合、 相続が発生した月

の月末から９か月以内とされています。

６．韓国籍の方の相続の注意点

　

韓国籍の方の相続の手続きや申告は国をまたがる

が故に発生する問題もあり、 いろいろな注意も必要

ですし知らなかった故に不利益を受ける場合もあり

ますので、 実際の手続の際は、 詳しい専門家に相談

されることをお勧めします。

　

なお、 今回は限られたページの中で、 簡単に記載

しましたが、 次回以後、 詳しく解説させて頂きます。
なお、 弊社のホームページ ｔｔｐｓ：／ハｓ．ｎｋｇｒ．ｃｏＪｐ／

ｎｉｋｋａｎ）には、 日韓国際相続に関する情報や事例な

どを紹介しておりますので、 ぜひご覧ください。

■日本経営ウイル税理士法人

　

日本経営ウイル税理士法人は、 日本経営グループ

のメンバーファームです。１９６７年大阪府で創業、 東

京にも支社を置き全国対応可能な税理士法人です。
日韓国際相続、 法人税務、 国際税務、 事業承継、 相

続対策などのサービスをご提供しています。

■親泊伸明（しんばく・のぶあき）

　

日本経営ウイル税理士法人顧問。 税理士・社会保

険労務士。一級建築士。行政書士。昭和３１年生まれ。
平成１４年、 税理士法人関西合同事務所 （現・日本

経営ウイル税理士法人）を設立し代表社員税理士に

就任。 令和元年１２月、 同法人顧問に就任。

■「韓国税務」に関する問い合わせ先
日本経営ウイル税理士法人
（ｈｔｔｐｓ：／／ｔｓ．ｎｋｇｒ．ｃｏ．ｊｐ／ｎｉｋｋａｎ）

・大阪事務所） 〒５６１‐０８７２大阪府豊中市寺内２丁

目４番１号 緑地駅ビル６階

・東京支社） 〒１４０‐０００２ 東京都品川区東品川２‐２‐

２０天王洲オーシャンスクエア２２階

・窓口：李、 戸野 （荏）

ＴＥＬ 大阪）０６‐６８６８‐１１９２

　　　

（東京）０３‐５７８１‐０６００

ＭＡＩＬ ｓｋｏｒｅａ＠ｎｋｇｒ．ｃｏｊｐ

※日本語、 韓国語どちらにも対応可能です。

本稿は筆者が令和３年６月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、
完全性、 最新性、 信頼性、 有用性、 目的適合性を保証するものではございません。 実際の判断等は個別事情によ

り取り扱いが異なる場合がありますので、 税理士、 弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。
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